
 

 

KPMG Japan 
e-Tax News 
 

© 2021 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 
 

税務情報 

会社法の改正に伴う法人税法施行令等の改正 

2 月 25 日、官報第 439 号において以下の政令が公布されました。 

 法人税法施行令等の一部を改正する政令（政令第 39 号（以下、「一部改正政

令」）） 

この一部改正政令は、「会社法の一部を改正する法律」（2019 年 12 月 11 日公布）

（*1）が、原則として 2021 年 3 月 1 日に施行（*2）されることに伴い公布されたもので、

たとえば以下の改正が含まれています。 

（*1） 法務省「会社法の一部を改正する法律について」（2020 年 9 月 1 日更新）参照 

（*2） KPMG ジャパン「改正会社法の施行日を定める政令が公布」（2020 年 11 月 25

日掲載）参照 

1. 払込み又は給付を要しないで役務提供の対価として自己株式を交付する場合に

おける（1）増加する資本金等の額（法令 8）、（2）確定数給与（*）に係る費用の額

（法令 71 の 3）及び（3）特定譲渡制限付株式に係る役務提供費用の額（法令 111

の 2）に係る規定の整備 

（*） 法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式又は新株予約権を

交付する旨の定めに基づいて支給する給与（定期同額給与、業績連動給与及び

届出不要とされる事前確定届出給与を除く。） 

2. 法人が支給する役員給与のうち過大な役員給与の額（法令 70）の判定における

形式基準について、定款の規定等により役員に対する給与として支給することが

できる金銭その他の資産につき、その法人の株式又は新株予約権の数の上限を

定めている法人におけるこれらの限度額を、その定められた上限及びその支給

時等における価額により算定された金額とする改正 

【適用時期】 

この一部改正政令は、「会社法の一部を改正する法律」の施行日である 2021 年 3

月 1 日から施行されますが、たとえば上記 1.（1）及び 2.については、下記の経過措

置が設けられています。 

 1.（1）に係る改正後の規定： 法人が 2021 年 3 月 1 日以後に自己株式を交付す

る場合について適用 
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 2.に係る改正後の規定： 2021 年 3 月 1 日以後に定款の規定等により限度額等

を定める法人がその役員（その限度額等が定められた給与の支給の対象となる

ものに限る。）に対して支給する給与について適用 

*** 

なお、上記の一部改正政令とともに、同日、「法人税法施行規則及び租税特別措置

法施行規則の一部を改正する省令」（財務省令第 4 号）も官報第 439 号において公

布されています。 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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